
平成７年６月１１日執行 兵庫県議会議員選挙 
 

告 示 日  平成７年６月２日 
投 票 日  平成７年６月１１日 

 

概 要 
 
平成７年４月２９日任期満了となる兵庫県議会議員選挙は、当初「地方公共団体

の議会の議員及び長の選挙期日の臨時特例に関する法律（平成６年法律第１０３

号）」の規定に基づき、第１３回統一地方選挙として４月９日に執行される予定であ

った。 

しかし、平成７年１月１７日に発生した阪神・淡路大震災により、兵庫県南部地

域が未曾有の被害を被ったため、２月２７日に兵庫県選挙管理委員会は、兵庫県議

会議員選挙他４選挙の選挙期日の延期を自治大臣あて要望されたものである。 

これを受け、「阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期

日等の臨時特例に関する法律（平成７年法律第２５号）」が３月１３日に公布・施行

され、兵庫県議会議員選挙は、初めて統一地方選挙から離れて６月２日告示、６月

１１日投票という日程で執行された。 

なお、兵庫県選挙管理委員会としては、今回延期された兵庫県議会議員選挙他４

選挙が、次回以降必ず統一地方選挙に復帰できるよう自治大臣に対して法的措置を

強く要望されたものである。 

加西市選挙区においては、現職の大豊暢氏が勇退し、新人３名が立候補を行い実

に１２年振りの選挙となった。 

 

【参考】 

統一選挙特例法等 

地方公共団体の議会議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律（抜粋） 

       （平成６年法律第 103 号） 

（選挙期日） 

第１条 平成７年 3 月 1 日から同年 5 月 31 日までの間に任期が満了することとな

る地方公共団体（都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。）の議会の議

員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年 2 月 28 日以前に行う

場合を除き、公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 33 条第 1項の規定にかか

わらず、都道府県及び地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19 第 1

項の指定都市（以下「指定都市」という。）の議会の議員及び長の選挙にあって

は、平成 7年 4月 9日、指定都市以外の市町村及び特別区の議会の議員及び長の

選挙にあっては同月 23 日とする。 

 1



２ 前項の地方公共団体の議会の議員又は長について、任期満了による選挙以外の

選挙を行うべき事由が生じた場合において、公職選挙法第 33 条第 2項又は第 34

条第1項の規定により当該選挙を行うべき期間が平成7年4月1日以後にかかり、

かつ、当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日の前

日までに始まるときは、当該選挙を同年 2 月 28 日以前に行う場合を除き、当該

選挙の期日は、同法第 33 条第 2項又は第 34 条第 1項の規定にかかわらず、それ

ぞれ前項に規定する期日とする。 

３ 第 1 項の地方公共団体の議会の議員又は長以外の地方公共団体の議会の議員

又は長について、選挙を行うべき事由が生じた場合において、公職選挙法第 33

条第 2 項若しくは第 3 項又は第 34 条第 1 項の規定により当該選挙を行うべき期

間が平成 7年 4月 1日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号に掲げる選挙の

区分に応じ、当該各号に定める日前 10 日までに始まるときは、当該選挙を同年

2月 28 日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日は、同法第 33 条第 2項若しく

は第 3 項又は第 34 条第 1 項の規定にかかわらず、それぞれ第 1 項に規定する期

日とする。 

（告示の期日） 

第２条 前条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第 33 条第 5 項及び

第 34 条第 6 項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該

各号に定める日に告示しなければならない。 

 １ 都道府県知事の選挙 平成 7年 3月 23 日 

 ２ 指定都市の長の選挙 平成 7年 3月 26 日 

 ３ 都道府県及び指定都市の議会の議員の選挙 平成 7年 3月 31 日 

 ４ 指定都市以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙 平成 7年 4月 16 日 

 ５ 町村の議会の議員及び長の選挙 平成７年４月 18 日 

（同時選挙） 

第３条 第１条の規定により行われる都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県

知事の選挙又は市町村若しくは特別区の議会の議員の選挙及び市町村若しくは

特別区の長の選挙は、それぞれ公職選挙法第 119 条第 1項の規定により同時に行

う。 

２ 第 1 条の規定により行われる指定都市の議会の議員又は長の選挙及び当該指

定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙は、公職選挙法第

119 条第 2項の規定により同時に行う。 

（重複立候補の禁止） 

第４条 第１条の規定により平成７年４月９日に行われる選挙において公職の候

補者となった者は、当該選挙区（選挙区がないときは、選挙の行われる区域）の

全部又は一部を含む区域について同条の規定により同月 23 日に行われる選挙に

おける公職の候補者となることができない。 

２ 前項の規定により公職の候補者となることができない者は、公職選挙法第 68

条第３項第２号（同法第 46 条の２第２項の規定により変更して適用することと

される場合を含む。）及び第 86 条の４第９項の規定の適用については、同法第
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87 条第１項の規定により公職の候補者となることができない者とみなす。 

第５条（寄附の禁止期間） 第６条（共済給付金の特例） 第７条（政令への委任）

附則等については省略 

 

【参考】 

阪神・淡路大震災に関する特例法等 

阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特

例に関する法律 

       （平成７年法律第 25 号） 

（選挙期日等） 

第１条 平成７年 3 月 1 日から同年 5 月 31 日までの間に任期が満了することとな

る地方公共団体（その区域の全部又は一部が阪神・淡路大震災に対処するための

特別の財政援助及び助成に関する法律（平成７年法律第 16 号）第２条第 2 項に

規定する特定被災区域内にある地方公共団体のうち、地方公共団体の議会の議員

及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律（平成６年法律第 103 号。以下この

条において「統一地方選特例法」という。）第 1 条第 1 項に規定する選挙の期日

においては選挙を適正に行うことが困難と認められる市町村として自治大臣が

指定する市町村（以下「指定市町村」という。）及び指定市町村の区域を包括す

る府県（以下「指定府県」という。）に限る。）の議会の議員又は長の任期満了に

よる選挙の期日は、公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 33 条第 1項及び統

一地方選特例法第１条第１項の規定にかかわらず、平成７年６月 11 日とする。 

２ 指定市町村又は指定府県の議会の議員又は長について、任期満了による選挙以

外の選挙を行うべき事由が生じた場合において、公職選挙法第 33 条第２項又は

第 34 条第１項の規定により当該選挙を行うべき期間が平成７年４月１日以後に

かかり、かつ、当該期間が第３条各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定

める日前 10 日までに始まるときは、当該選挙の期日は、同法第 33 条第２項又は

第 34 条第１項及び統一地方選特例法第１条第２項又は第３項の規定にかかわら

ず、同年６月 11 日とする。 

３ 第 1項の規定による指定をしたときは、自治大臣は、直ちにその旨を告示しな

ければならない。 

４ 第１項の規定による指定に当たっては、自治大臣は、あらかじめ当該府県の選

挙管理委員会の意見を聴かなければならない。 

５ 前項の規定により当該府県の選挙管理委員会が自治大臣に意見を述べる場合

には、あらかじめ当該市町村の選挙管理委員会の意見を聴くものとする。 

（任期の特例） 

第２条 前条第１項の地方公共団体の議会の議員又は長の任期は、地方自治法（昭

和 22 年法律第 67 号）第 93 条第１項又は第 140 条第１項の規定にかかわらず、

平成７年６月 10 日までの期間とする。 

（告示の期間） 
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第３条 第１条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第 33 条第５項又

は第 34 条第６項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当

該各号に定める日に告示しなければならない。 

 １ 府県知事の選挙 平成７年５月 25 日 

 ２ 指定都市（地方自治法第 252 条の 19 第１項の指定都市をいう。次号及び第

４号において同じ。）の長の選挙 平成７年５月 28 日 

 ３ 府県及び指定都市の議会の議員の選挙 平成７年６月２日 

 ４ 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙 平成７年６月４日 

 ５ 町村の議会の議員及び長の選挙 平成７年６月６日 

（同時選挙） 

第４条 第１条の規定により行われる指定府県の議会の議員の選挙及び指定府県

の知事の選挙又は指定市町村の議会の議員の選挙及び指定市町村の長の選挙は、

それぞれ公職選挙法第 119 条第１項の規定により同時に行う。 

２ 第１条の規定により行われる指定市町村の議会の議員又は長の選挙及び当該

指定市町村の区域を包括する指定府県の議会の議員又は長の選挙は、公職選挙法

第 119 条第２項の規定により同時に行う。 

（政令への委任） 

第５条 前３条に定めるもののほか、第１条の規定により行われる選挙に係る公職

選挙法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他この法律の規定の適用

に関し必要な事項は、政令で定める。 

２ その区域の全部又は一部が第１条第１項に規定する特定被災区域内にある地

方公共団体の議会の議員又は長の同条の規定により行われる選挙以外の選挙に

つき公職選挙法の規定により難い事項については、政令で特別の定めをすること

ができる。 

 附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 
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候補者に関する調 

（立候補届出順） 

候補者氏名 住    所 生年月日 党  派 職   業 

西 村
に し む ら

省 吾
し ょ う ご

 
兵庫県加西市上宮木町 203 番
地 

昭和５年
４月 21 日

無 所 属 農  業 

柏 原
か し わ ら

正 之
ま さ ゆ き

 
兵庫県加西市北条町北条 341
番地 

昭和 17 年
11月21日

無 所 属 歯 科 医 

きぬ川幸子
が わ ゆ き こ

 
兵庫県加西市北条町古坂 485
番地 

昭和５年
９月 15 日

無 所 属 
神戸経営経理研究所代
表者 

 
 

 
 
 
投票に関する調 
 
⑴ 投票事務 
 

投 票 時 間 投 票 管 理 者 投 票 立 会 人 
投票事務従事者数

 （本部事務含む）

7時から 18時まで ３５名 １０５名 １８４名 

 
 
 
⑵ 投票者数及び投票率 
 

区  分 男  性 女  性 合  計 

名 簿 登 録 者 数 １８，９６７ ２０，４７９ ３９，４４６

当 日 有 権 者 数 １８，７８５ ２０，２９２ ３９，０７７

投 票 者 数 １１，３３３ １２，７３２ ２４，０６５

投 票 率 （ ％ ） ６０．３３ ６２．７４ ６１．５８

棄 権 者 数 ７，４５２ ７，５６０ １５，０１２

不在者投票者数 ３３６ ３３２ ６６８
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⑶ 投票区別投票者数 
 

 

当 日 有 権 者 数 投 票 者 数 投 票 率 （ ％） 
区 別 

男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計

南 町 公 会 堂 633 673 1,306 382 461 843 60.35 68.50 64.55

栗 田 公 民 館 455 474 929 277 311 588 60.88 65.61 63.29

北 条 西 保 育 所 1,182 1,247 2,429 672 730 1,402 56.85 58.54 57.72

横 尾 公 民 館 644 725 1,369 356 403 759 55.28 55.59 55.44

コミュニティセンター 598 646 1,244 286 319 605 47.83 49.38 48.63

東 高 室 公 会 堂 609 623 1,232 321 368 689 52.71 59.07 55.93

西 南 公 会 堂 483 521 1,004 287 291 578 59.42 55.85 57.57

富 田 幼 稚 園 599 665 1,264 375 418 793 62.60 62.86 62.74

畑 町 公 会 堂 341 364 705 221 248 469 64.81 68.13 66.52

福 居 町 公 会 堂 442 467 909 286 307 593 64.71 65.74 65.24

賀 茂 保 育 所 785 884 1,669 458 503 961 58.34 56.90 57.58

鎮 岩 町 公 会 堂 366 406 772 255 306 561 69.67 75.37 72.67

西 長 町 公 会 堂 293 315 608 190 210 400 64.85 66.67 65.79

大 柳 町 公 会 堂 84 98 182 63 69 132 75.00 70.41 72.53

上 野 田 町 公 会 堂 694 746 1,440 443 525 968 63.83 70.38 67.22

多 聞 保 育 園 665 739 1,404 409 492 901 61.50 66.58 64.17

老 人 憩 い の 家 241 278 519 159 184 343 65.98 66.19 66.09

三 口 町 公 会 堂 517 564 1,081 326 371 697 63.06 65.78 64.48

中 野 町 公 会 堂 687 710 1,397 404 455 859 58.81 64.08 61.49

田 原 町 公 会 堂 621 651 1,272 393 457 850 63.29 70.20 66.82

網 引 町 公 会 堂 426 457 883 278 317 595 65.26 69.37 67.38

繁 昌 町 公 会 堂 615 618 1,233 298 340 638 48.46 55.02 51.74

別 府 保 育 園 490 546 1,036 278 330 608 56.73 60.44 58.69

富合小学校多目的ホール 621 640 1,261 370 404 774 59.58 63.13 61.38

玉 野 児 童 館 504 546 1,050 334 374 708 66.27 68.50 67.43

農村環境改善センター 389 402 791 280 308 588 71.98 76.62 74.34

河 内 町 公 会 堂 299 306 605 193 212 405 64.55 69.28 66.94

日吉小学校体育館 947 1,053 2,000 577 623 1,200 60.93 59.16 60.00

宇仁小学校体育館 414 539 953 219 269 488 52.90 49.91 51.21

小 印 南 町 公 会 堂 313 354 667 185 196 381 59.11 55.37 57.12

下 芥 田 町 公 会 堂 278 320 598 179 210 389 64.39 65.63 65.05

泉 第 １ 保 育 所 1,036 1,104 2,140 595 638 1,233 57.43 57.79 57.62

中 富 町 公 民 館 484 490 974 287 295 582 59.30 60.20 59.75

西在田小学校体育館 765 842 1,607 511 592 1,103 66.80 70.31 68.64

下万願寺町公会堂 265 279 544 186 196 382 70.19 70.25 70.22

合    計 18,785 20,292 39,077 11,333 12,732 24,065 60.33 62.74 61,58
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開票に関する調 
 
 
⑴ 開票事務 
 

日 時   平成 7年６月１１日  午後 7時２０分 

場  所      加西市農業協同組合 農協会館大ホール 
 
 

開 票 時 間 開 票 管 理 者 開 票 立 会 人 開票事務従事者数 

午後 7 時 20 分から 
午後 8 時 45 分まで 

1 名 ３名 １０４名 

 
 
 
⑵ 投票の内訳 
 

投 票 総 数 有 効 投 票 数 無 効 投 票 数 無効投票率（％） 

２４，０６５ ２３，７９０ ２７５ １．１４ 

 
 
 
⑶ 候補者得票数 
 

当落の別 党 派 候補者氏名 年 齢 新現元別 男女別 候補者得票数

当 選 無 所 属 柏 原 正 之 52 新 男 性 １３,１０３

 
無 所 属 西 村 省 吾 65 新 男 性 １０,３４０

 
無 所 属 

きぬ川幸子 
（衣川幸子）

64 新 女 性 ３４７

法定得票数 5,947.50 供託物没収点 2,379.00 選挙運動法定費用 7,177,500 円 

 
 


